
春日井市立松山小学校ＰＴＡ規約  
 

第１章  名称および事務所  

 第１条 この会は、松山小学校ＰＴＡという。  

 第２条  この会は、事務局を松山小学校に置く。  

 

第２章  目的および活動  

 第３条  この会は、父母と教師とが協力して家庭と学校と社会における
児童の幸福な成長をはかることを目的とする。  

 第４条 この会は、前条の目的をとげるために、次の活動をする。  

      １  よい父母、よい教師になるように努める。  

     ２  家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の生活を補導する。  

      ３  児童と生活環境をよくする。  

      ４  公教育費を充実することにつとめる。  

      ５  その他目的達成に必要な事業。  
 

第３章  方 針  

 第５条 この会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従っ
て活動する。  

      １ 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体および機関
と協力する。  

      ２ 特定の政党や宗教にかたよるような行為は行わない。  

      ３ この会またはこの会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦
しない。  

      ４ 学校の人事その他管理には干渉しない。  
 

第４章  会 員  

 第６条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。  

      １  松山小学校に在籍する児童の父母またはこれに代わる者。  

      ２  松山小学校の校長および教師。 
 第７条 この会への加入は任意であり、意思に反して加入を義務付ける

ものではない。  

 第８条 この会の会員は、会費を納めるものとする。  

      １  会費は、月額１００円とする。 
   ２ 会費は、学校との業務委任契約書により、学校に登録してある

金融口座から引き落としを行う。  
 

第５章  経 理  

 第９条 この会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収
入によって支払いされる。  

 第１０条 この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行
われる。  

 第１１条  この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得
なければならない。  

 第１２条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月
３１日に終わる。  

 

第６章  役員および委員  

 第１３条 この会の役員および委員は、次のとおりである。  

１ 会 長      副会長    

書 記           会 計       

        ただし役員は、他の役員、会計監査委員をかねることができない。  

      ２  委員は、細則で決める。  



 第１４条 役員および委員は、細則に定める方法により選出する。  

 第１５条 役員の任期は、定期総会から次期定期総会までの１年とする。
ただし、再任は妨げない。  

 第１６条 役員の任務は、次の通りとする。  

      １ 会長は、会を代表し、会務を統轄する。  

      ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは代行する。  

      ３ 書記は、総会、委員会その他の議事を記録し、諸会合の連絡に
あたる。  

      ４ 会計は、本会の会計をつかさどる。  
 

第７章  会計監査委員  

 第１７条  この会の経理を監査するために、２名の会計監査委員を置く。 

 第１８条 会計監査委員は、細則により選出する。  

 第１９条 会計監査委員は、必要に応じ、会計監査を行うことができる。  

 第２０条 会計監査委員の任期は、定期総会から次期定期総会までの１
年とする。  

 

第８章  総 会  

 第２１条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高決議機関で
ある。  

 第２２条 総会は、定期総会および臨時総会とする。  

      １ 定期総会は、４月または５月に開催する。  

      ２ 臨時総会は、全委員会が必要と認めた時に開くことができる。  

 第２３条 総会の議事は、出席者の過半数で決める。  
 

第９章  全委員会  

 第２４条 全委員会は、役員、学年委員、教師委員、校長をもって構成
され、部会の連絡調整をはかり、総会に提出する議案を調整
する。  

 第２５条 全委員会は、総会に次ぐ会であって本会の運営ならびに活動
を審議し、総会の決議事項、緊急事項の処理を行う。  

 

第１０章  部会・臨時部会  

 第２６条  この会の活動に必要な事業を企画、立案、実施するために、
部会を置く。  

      １ 部会で必要な事項は細則で定める。  
 

第１１章  常任委員会  

 第２７条 常任委員会は、正副会長、書記、会計および各正副部長、学
校長またはその代理人をもって構成する。  

 

第１２章  細 則  

 第２８条 この会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限り
において、全委員会の議決を経て定める。  

      １ 全委員会は、細則を制定または改廃した場合には、その結果を
次期総会に報告しなければならない。  

 

第１３章  改 正  

 第２９条 この規約は、総会において、出席者の過半数の賛成がなけれ
ば改正することができない。  

 

附 則    この規約は、昭和５６年  ４月２１日より実施する。  

          一部改正   昭和６２年  ４月２４日  

一部改正  平成３０年 ４月２３日  



            一部改正  令和 ５年１０月２５日  
     一部改正   令和 ８年 ４月２７日  

 

 

 

                         細          則 
第１章  委員の選出  

 第１条 地区委員は、各地区若干名とし、各地区会員より選出する。  

          学年委員は、学級数×２名とし、学年の会員より選出する。  

          教師委員は、若干名とし、教師側より選出する。  

      １ 委員の任期は、総会までの１年とする。  

      ２ 委員に欠員の生じたときは、すみやかに補充する。  
 

第２章 選考委員会  

 第２条 選考委員会は、役員および会計監査委員、部長を選考する。  

 第３条 選考委員会は、役員、正副部長、教師代表委員で構成する。  

 第４条  選考委員会は、その任務が終了したとき解散する。  
 

第３章 役員および会計監査委員、部長の就任  

 第５条 選考委員会により、役員、会計監査委員、部長を選考し、全委
員会の過半数の信任を得た役員、会計監査委員、部長は総会の
承認を得て就任する。  

 第６条 会長に欠員が生じたときは、副会長が昇格し、任期は、前任者
の残任期間とする。  

 第７条 会長以外の役員に欠員が生じたときは、全委員がこれを補充す
る。任期は前任者の残任期間とする。  

 

第４章  各部会および臨時部会  

 第８条 各部会には校外指導部、厚生部、行事部、広報部、校外活動部
を置く。  

 第９条 臨時部会は、その任務が終了したとき解散する。  

 第１０条 地区委員および学年委員は、部会のいずれかに属するものと
する。  

 第１１条 部会および臨時部会には、部長、副部長を置く。但し、校外
活動部は部長を会長が兼務し、副部長は置かなくてもよい。  

 第１２条 部長は選考委員会によって選考し、副部長は部員によって互
選する。  

 第１３条 部長、副部長の任期は、１年とする。ただし再任は妨げない。  

 第１４条 各部の主要事業は、次の通りとする。  

      １  校外指導部  

       (1) 地区の関係諸団体と協力し、交通環境の改善と事故防止につ
とめる。  

      (2)  校外における児童の生活環境の改善と補導をする。  

      ２  厚生部  

       (1) ＰＴＡの財政の検討ならびに事業収入の方策を講ずる。  

       (2) 学校保健活動に協力し、児童の健康増進につとめる。  

   ３  行事部  

       (1)  学校行事に協力し、その教育効果をより一層高めるようにす
る。  

       (2)  学校の環境整備に関する計画と協力をする。  

      ４  広報部  

           会員ならびに諸機関に対し活動状況を伝達する。  

５ 校外活動部    



 松山学区地域振興の委員として、春日井・松山校区スポーツ、
レクリエーションの振興・普及を図るとともに、当該地区の明
るく豊かな市民生活に寄与する。  

 第１５条 本校に勤務する教員は、役員会および委員会に出席して、意
見を述べることができる。  

第５章 個人情報の取得  
 第１６条 本会の円滑な運営のため必要最小限の範囲において、学校が

保有する児童等の個人情報の提供を、保護者の同意を得て、
学校に求めることができる。  

 第１７条 学校より提供された個人情報は、本会において厳重に管理し、
その目的以外に使用することはしない。  

第６章 顧 問  

 第１８条  本会は目的を達成する上で、更に一層の向上を計るため、会
員または会員以外から、会員が相談役（顧問）を若干名依頼
することができる。  

 

第６章  改 正  

 第１９条 この細則は、全委員会において出席者の過半数以上の賛成が
なければ改正することができない。  

      １ 改正の結果は次期総会に報告しなければならない。  

 

附 則    この規約は、昭和５６年４月２１日より実施する。  

          一部改正   昭和６２年４月２４日  

            一部改正  平成３０年３月  １日   

            一部改正  令和 ３年４月１５日  

            一部改正  令和 ４年４月１４日  

            一部改正  令和 ８年４月１４日  

 

 

 

春日井市立松山小学校ＰＴＡ弔慰規定 
 

第１条  本会会員または家族の不幸のあったときは、次のような香料を供

え弔慰を表す。  

    １  会員死亡（配偶者を含む）  

         ５０００円の香料と花輪を供え代表者が会葬する。  

    ２  会員子弟死亡（在校生）  

         ３０００円の香料と花輪を供え代表者が会葬する。  

第２条 会員の子弟が、病気、または負傷等により１０日間以上入院した

場合は２０００円程度の見舞いをし、学級担任と同級の会員子弟

に見舞いを依頼する。なお長期にわたった場合は、同程度の見舞

いをする。  

第３条  不慮の災害により、会員および家族に救援の必要がおきた場合、

上記以外で弔慰、見舞いの必要が生じた場合は、会長が適宜の措

置をとり、役員会、常任委員会に報告する。  

第４条 この規定の改廃は、常任委員会で決議し、全委員会に報告する。  

第５条 この規定により見舞いを受けた場合、返礼（物品など）は一切行

わない。  

第６条 この規定は、昭和５５年４月１日から適用する。 


